
洗って水切りし、異物を入れない

アルミ缶・スチール缶を入れる

さびついたものや潰れたものは、資源ごみ（金物類）へ

油かんは洗って資源ごみ（金物類）へ

洗って水切りし、異物を入れない

一升びん・ビールびんのみ

油びんは洗って資源ごみ（びん類）へ

割れたびんは不燃物（埋立ごみ）へ

洗って水切りし、異物を入れない

割れたびんは不燃物（埋立ごみ）へ

※ポンプやスプレー部分は可燃物へ 

着色のないもの(白色のみ)

洗って水切りしてから出す

中身を使い切って、ふき取るか洗って、

水切りしてから出す

キャップ・ふたは外して一緒に出す

飲料用(牛乳･ジュース・焼酎・お酒等)紙パックで

●● 　　　　マークが付いているもの

内側がアルミコーティングのものは燃やすごみへ

空
き

２リットル以下のペットボトル（ふたねじ込み式）に
入れて回収ボックスに出してください。
※プッシュ式のふたでは出せません。

透明の袋に入れ、口をしばって出してください。
家庭用生ごみ処理機の購入費助成を行っています。購入される際には、処理機の特性（処理時間・音・におい・電気代等）
を確認のうえ購入してください。 詳しくは購入前にごみ減量推進課へ（０９６-３２８-２３６５）

デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブル音楽プレーヤー、ポータブルＤＶＤプレーヤー、携帯用ラジオ、携帯用テレビ、カーナビ
電子辞書、電卓、ICレコーダー、リモコン、携帯電話、PHS、タブレット端末、電子書籍用専用端末、電子手帳、PDA、小型ゲーム機
カーステレオ、ETCの車載ユニット、USBメモリ、メモリーカード類、ハードディスク、各種ディスクドライブ、モデム、ルーター

電子体温計、電気かみそり（電気シェーバー）、バリカン、電子機器付属品（ACアダプター、充電器コードケーブル類）の30品目。

●燃やすごみは、下記の2箇所に搬入してください。※有料になります。
　東部環境工場（熊本市東区戸島町２５７０番地　　  　℡　096-380-8211）
　西部環境工場（熊本市西区城山薬師２丁目１２－１　℡　096-329-0900）

●資源ごみ、埋立ごみを搬入する場合は、搬入日にごみを積んで熊本市北区役所総務企画課で申請してください。

＜注意＞2ｔ車までの大きさで持ち込む。（2ｔロング、ユニック等の特殊車両では持込できません）

出典：「経済産業省ホームページ　－　政策について　－　政策一覧　－　エネルギー・環境　－　リサイクル　－　３R政策ホーム　－　資料を探す　－　ごみイラスト素材集」

ご
み
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資源ごみ…指定された資源ごみ収集所に決められた時間に出して下さい(月2回収集)

資
源
ご
み
（
月
２
回
）

かん類 ●
●
●
●

生きびん ●
●
●
●

びん類 ●
●

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 白色トレイ ●
●

その他の容器包装
プラスチック

●

●
 ※ポンプやスプレー部分は可燃物へ

金物類及び
小型家電類

新聞紙･チラシ
● 新聞・チラシ以外

のものは混ぜない ダンボｰル ● 切り開いて１ｍ位
にたたんでだす 本･その他紙類

● 本・名刺サイズ以上の大き
さの紙類

紙パｯク
●

●

古　布
蛍光灯電球･
水銀温度計類

●
衣類、シーツ、タオル、タオルケット

乾電池類
●

● 洗って出す

毎週火曜日
（閉庁日を除く）

（８：３０～１７：１５）

北区役所
正面ロビー

毎週火曜日
（閉庁日を除く）

（８：３０～１７：１５）

北区役所
正面ロビー

●引越、大掃除、庭木の剪定などに伴い一時的に多量に出るごみ　目安：45ℓ袋を使用した場合で原則として１人につき２袋を超えた場合、３人以上の世帯で５袋を超えた場合

常時（閉庁日を除く）
（８：３０～１７：１５）

北区役所
正面ロビー

※持ち込めない物もありますので、搬入前に各施設へお問い合わせ
ください。

　<搬入先>リサイクルプラザ（熊本市北区植木町轟２５８２－４　℡０９６－２７２－６３３９）（本人確認できるもの 例：免許証等を提示してください）

※電気式生ごみ処理機で乾

燥処理した生ごみに限る

雨天時には、
収集しません

雨天時には、
収集しません

指定された収集日に指定場所へ指定の出し方で！

雨天時には、
収集しません

雨天時には、

収集しません

雨天時には、

収集しません

雨天時には、
収集しません

ま
た
は

第( ・ )( )曜日

オレンジコンテナ
に入りきるもの

毎 曜
週 日

・
不燃物 粗大ごみ

生ごみは
十分に水を
切る

植物油
（紙等に吸わせて）
拠点回収もしています

CD・
DVD

容器包装リサイクルマーク

が付いていないプラスチック製品

ガラス類･せともの(陶器)類
耐熱ガラス･鏡･板ガラス･砥石･

粘土など

自転車

石油ストーブ･
ファンヒーター

木製家具

電気毛布･電気カーペットのスイッチコード
部分は切り取って、資源ごみ(金物類)へ
※下記資源ごみ（金物類）参照

不
要

※下記参照

日
曜第 ・

第 曜
日・

金属のふた

プラスチック
のふた

資源(金物類)
ふたを外す

資源(その他プラ)

外れるふたを外す 金属のふた

資源(金物類)

プラスチックのふた

資源(その他プラ)

コンテナ収集

コンテナ収集

コンテナ収集

ネットコンテナ収集

ネットコンテナ収集

コンテナ収集

紐掛け収集
紐掛け収集紐掛け収集

紐掛け収集

洗う

発泡スチロール

大きいものは
割って出す。

薬の包装

果物ﾈｯﾄ
ﾗﾍﾞﾙ

弁当･惣菜容器

着色トレイ

容器包装リサイクルマｰク
がついているもの

ボトル

部分は可燃物へ
※ポンプやスプレー

色付ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

乾かす 切り開く プラの注ぎ口は
その他プラへ

切り開いて

蛍光灯
の箱

電球の筒

蛍光灯直管の筒

金属製のふた

小型の家電類

傘の布･ﾋﾞﾆｰﾙ部分
は切り取って
可燃物へ

油類は使い切って
洗って出す

塗料類は使い切って

拭き取るか固めてだす

ライター･化粧容器･チューブ 電気毛布･電気カーペットはスイッチ
コード部分を切り取って出す。
※毛布･カーペット部分は粗大ごみに
縛って出してください

※刃物類はあぶなくないよ
うにして出して下さい

オルガン・
エレクトーン

切り取る

産業廃棄物及び処理が困難
なごみは受け入れできません。
産業廃棄物処理業者もしくは
販売店にご相談ください。

コンテナ収集

つぶす

洗う

紐掛け収集

（使い切って出す）

金属部分のあるハンガー

※市が収集するのは、一般家庭からでるごみだけです。事業所ごみ(飲食店・事務所・工場・農業など)は出せません。

指定袋に入りきらな
いものは粗大ごみへ

(月１回収集)

マットレス

ガスレンジ

ｷｬｯﾌﾟ

紙くず

化
粧
び
ん

ラップ類

アルミホイル類

ソファー

ﾏｯｻｰｼﾞﾁｪｱｰ

座椅子

学習机

オーブンレンジ

電子レンジ

（中の油を抜いて出す）

チャイルドシート

押し込む 外れるふたは資源(金物類)

ふた･ラベルは
資源(その他プラ)へ

ネットコンテナ収集

透明の
ペットボトル

金属のついている
おもちゃ

コンテナ収集

【埋立ごみ】

その他金属類

刃物・磁石

一升びん
ビールびん

水槽

ゴムくず

レジ袋

※乾電池は必ず外して、乾電池類へ

キャップを

しっかりしめる

液が出ないよう使い

きるか固める

ハケがついたふ
たは可燃物へ

ﾏﾆｭｷｭｱ

工具

デジタル体温計

※蛍光灯電球･水銀温度計類は割れてい
ても危なくないようにして資源ごみに
出してください。

スプレー缶は
使い切って
穴を開ける

使用済み小型家電
※専用の回収ボックス
（投入口25cm×10cm）に
投入できるもの

使用済み天ぷら油

布団･毛布･カーペット･じゅうたん
は紐で縛って出してください。

ふた･ラベル
は外す

紙おむつ

※割れていても危なくな

いように出してください。

つぶさない（原型のまま）

一升びん ビールびん

わた製品･毛糸製品･革製品･合成革製品･

下着･くつ下･カーテン･ビニールクロス等
（バッグの大きな金属はできるだけ外して）

※はみ出すものは粗大ごみ

使用済み小型家電（30品

目）については、拠点回収

でも回収します。

燃やすごみ

（エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機は「家電リサイクル法」により家電小売店及び業者に回収を依頼して下さい。）
（パソコン類は、各メーカーが回収することになっていますので、各メーカーに申込をして下さい。）

エアコン
(室内機及び室外機)

冷蔵庫･

冷凍庫

洗濯機

衣類乾燥機
テレビ

パソコン
（デスクトップ･ノート）

タイヤ

事業系塗料

農業用ビニール

農業用パイプ

農業用機械

ドラム缶

バッテリー

プロパンガス

消火器

農薬のビン･

薬物容器

ピアノ

原付・自動二輪

事業系

鉱物油･
排油･
揮発油

注射器･針

ごみ出しが困難な世帯を対象に
玄関先まで収集に伺う
「ふれあい収集」を実施しています

剪定枝・落ち葉・草などの出し方

長さ50㎝以下に切って直径30㎝以下に束ねて出す。
又は透明ごみ袋に入れて出す。

(植木町の可燃物の袋でも出せます。）

透明ごみ袋に入れて出す。
(植木町の可燃物の袋でも出せます。）

熊本市の燃やすごみの指定収集袋で出す。

剪定枝

落ち葉

草・花・芝
木切れ、幹など

　次のいずれかに該当する方のみで構成される世帯で、他の方の協力を得ることが難しく、ごみをごみステーション（収集場所）
まで出すことが困難な世帯
（1）要介護１～5の方　　　（2）身体障害者手帳1級・２級の交付を受けている方（肢体不自由又は視覚障害の方のみ）
（3）精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方　　　（4）療育手帳Aの交付を受けている方
（5）その他ごみ出しが困難であると認められる方
　　　　　まずはご相談を！　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先（廃棄物計画課　０９６－３２８－２３５９）

乾燥生ごみ

又は45ℓまでの透明ごみ袋に入れて出す。

45ℓまでの透明ごみ袋に入れて出す。


